
 

 

 

                        報道発表資料の配付日時  ５月１日（木） １０時００分  

 発 表 項 目 

（ 行 事 名 ） 
第２７回参議院議員通常選挙実施本部の設置について 

 記者レクチャー 

  

 の お 知 ら せ 

(実施日時) 

 

 

  発 表 者  

  発表場所  

 

 

 

 

 

 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２７回参議院議員通常選挙の管理執行に万全を期するとともに、選挙の啓発及

びルールを守ったきれいな選挙を積極的に推進するため、次のとおり第２７回参議

院議員通常選挙実施本部を設置します。 

 設置に際しては、実施本部の看板を掲出し、北海道選挙管理委員会委員長（大崎

誠子）が事務局職員に対し訓示を行います。 

 

１ 本部設置日時 

    令和７年（2025年）５月９日（金）午後２時００分 

 

２ 場  所 

  北海道選挙管理委員会事務局 

 

３ 出席者 

  委 員 長 大 崎 誠 子  ほか 委員 

  事務局長 笹 森   穣 ほか 事務局職員 

 

４ 配付資料 

  ・実施本部設置に当たっての委員長コメント 

  ・第２７回参議院議員通常選挙実施本部設置要綱 

  ・第２７回参議院議員通常選挙主要行事日程表（案） 

  ・第２７回参議院議員通常選挙啓発推進事業要綱 

  ・過去の選挙における投票率の推移 

  

 参 考   
 

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 

 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所) 

 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

 北海道選挙管理委員会事務局（担当者：山下、浅野） 

ＴＥＬ ダイヤルイン 011-204-5153 内線23-517 

    公用スマホ   011-585-6103 内線33508 
 

５／９（金）予定の行事 

 

【道庁プレスリリース】 



 実施本部設置に当たっての委員長コメント

 

○　北海道選挙管理委員会は、本日「第２７回参議院議員通常選挙実施本

 　部」を設置し、選挙の管理執行体制に入りました。

 

○　実施本部は、本部長の下に１１班で構成し、６２名の職員が参議院議

　員通常選挙の管理執行に万全を期するとともに、選挙の啓発及びルール

　を守ったきれいな選挙を積極的に推進することを目的として設置しまし

 　た。

 

○　申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤を成すものであり、国民が主

 　権者として政治に参加する最も重要な機会であります。

　　しかしながら、昨年１０月に執行された衆議院議員選挙の投票率につ

　いては、昭和２１年の執行以降、過去最低となる５６．１５％となった

　ところであり、依然として１０代、２０代及び３０代の若年層の投票率

 　が低い状況となっております。

 

○　また、今回の選挙は、選挙権年齢が１８歳に引き下げられた平成２８

 　年の参議院議員通常選挙から１０年目となる選挙でもあります。

　　このことから、若年層の投票率の向上を中心に、有権者の皆様が投票

　に参加していただけるよう、選挙啓発に尽力して参りたいと考えており

 　ます。

 

○　なお、候補者をはじめ政党関係者等選挙に携わる方々には、ルールを

 　守ったきれいな選挙の実現に御協力をお願いする次第です。

 

○　報道関係者の方々には、様々な機会を通じ、選挙に関する周知をお願

　いして参りたいと考えておりますので、これまで以上の御協力をお願い

 　いたします。 

 　

 　　令和７年５月９日

　　　　　　　　　　　　北海道選挙管理委員会委員長　大崎　誠子



第２７回参議院議員通常選挙実施本部設置要綱 

 

１　設置目的 

　　参議院議員の任期満了により執行される通常選挙の管理執行に万全を期すると

　ともに、選挙の啓発及びルールを守ったきれいな選挙を積極的に推進するため、

　北海道選挙管理委員会事務局内に参議院議員通常選挙実施本部（以下「本部」と

　いう。）を設置する。 

 

２　事務処理 

　　本部は、次の事務を処理する。 

　（１）参議院議員通常選挙の管理執行に関すること。 

　（２）明るくきれいな参議院議員通常選挙の実現及び棄権防止等の啓発に関する

　　　こと。 

 

３　組　　織 

　　本部の事務を処理するため、選挙管理委員会事務局及び総合政策部地域行政局

　市町村課（以下「市町村課」という。）の各係等に次の班を置く。 

　　選挙班、庶務班、諸届受理班、選挙公報班、投票用紙班、比例名簿班、 

　　政見放送班、福祉班、啓発班、公営物資班、公費負担班 

 

４　機　　構 

　（１）本部に本部長、副本部長、主幹及び班長を置く。 

　（２）本部長は委員会事務局長を、副本部長は同事務局次長を、主幹は同事務局

　　　主幹をもって充てる。 

　（３）班長は、委員会事務局主査のうちから本部長が指名する。 

　（４）本部長は、本部を代表し、事務を統理する。 

　（５）副本部長は、本部長を補佐して分担班の事務を監督する。 

　　　  なお、本部長に事故があるときは、副本部長のうち市町村課長の職にある

　　　者がその職を代理する。 

　（６）主幹は、上司の命を受け、分担班の事務を掌理する。 

　（７）班長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。 

 

５　班の所掌事務等 

　　各班の担当及び所掌事務は、別表１のとおりとする。 

    なお、副本部長の担当については、別表２のとおりとする。 
 

 

６　この本部は、令和７年５月９日に設置する。 



（別表１） 

班　　名 担当係等 所 掌 事 務

選 挙 班 選挙管理委員会事 ・選挙総括 

務局 ・他班及び関係機関との連絡調整 

・確認団体の届出等の受理 

・予算の編成及び執行計画

庶 務 班 市町村課調整係 ・庶務一般 

・他課との連絡調整

諸 届 受 理 班 ・選挙事務所等の届出の受理・連絡

選 挙 公 報 班 市町村課税政係 ・選挙公報の発行、輸送及び配布完了確認

投 票 用 紙 班 市町村課行政係 ・投票用紙の印刷・輸送 

・不在者投票用封筒等の印刷・輸送

比 例 名 簿 班 ・比例代表の氏名等掲示の調整

政 見 放 送 班 市町村課公務員係 ・政見放送計画の樹立（聴覚障がい者対策

　を含む） 

・放送局との連絡調整 

・政見放送に係る公費負担

福 祉 班 市町村課連携係 ・障がい者対策物件の作成・検収

啓 発 班 市町村課財政係 ・啓発宣伝計画の樹立 

 (主査（財政)を含む) ・啓発諸事業の実施 

・ルールを守ったきれいな選挙の推進 

公 営 物 資 班 ・選挙公営物資の作成・検収

公 費 負 担 班 市町村課公営企業係 ・選挙運動用自動車等に係る公費負担 

　（他班に係るものを除く）

 

 （別表２） 

班　　名 担当副本部長

選 挙 班 市町村課長・再生支援担当課長 

庶 務 班 

 諸 届 受 理 班

選 挙 公 報 班

投 票 用 紙 班 市町村課広域連携担当課長

比 例 名 簿 班 

政 見 放 送 班 

福 祉 班

啓 発 班 市町村課財政担当課長

公 営 物 資 班 

公 費 負 担 班



令和７年（２０２５年）５月１日現在

（想定　公示日　７月３日　選挙期日　７月２０日）

月 日 曜 行          事 場所・（時刻） 担当班

5 9 金 参議院議員通常選挙実施本部設置 事務局（14:00～） 全班

6 選挙区立候補予定者等に対する説明会 未定（時間未定） 関係各班

投票用紙等の発送 投票用紙班

道政記者クラブ加盟各社代表者会議 記者会見室（時間未定） 選挙班

7 2 水 公示日に当たっての委員長談話発表 啓発班

立候補届出受理事務リハーサル 未定（未定） 関係各班

3 木 　公示日　立候補届出受理（選挙区） 未定（ 8:30～） 関係各班

選挙公報の発送 選挙公報班

街頭啓発の実施 札幌市内 啓発班

18 金 投・開票結果速報受理事務リハーサル 事務局（13:00～） 選挙班

繰上投票結果速報受理（羽幌町） 選挙班

投票日に当たっての委員長談話発表 啓発班

20 日 　選挙期日　投・開票結果速報受理 事務局 全班

23 水 選挙会（選挙区） 選管会議室（13:00～） 選挙班

選挙分会（比例代表） 選管会議室（14:30～） 選挙班

24 木 当選証書付与式（選挙区） 未定 選挙班

未定

第２７回参議院議員通常選挙主要行事日程表案（報道機関等の情報ベース）

下旬

未定

上旬

上旬



 

 

第 27 回参議院議員通常選挙啓発推進事業要綱 

 

                                             北海道選挙管理委員会 

 

第１ 趣  旨 

 

      第 27 回参議院議員通常選挙は、国民の総意を国政に反映させるための重要な選

挙である。 

   この選挙を、公正で意義あるものとするためには、有権者が選挙のルールを守り、

進んで投票に参加することが必要である。 

   このため、北海道選挙管理委員会は、本要綱を定め、市区町村選挙管理委員会及

び明るい選挙推進協議会との連携を図るとともに、報道機関等の協力を得て、きれ

いな選挙の推進と投票参加の呼び掛けを重点として、効果的な啓発事業を実施する

ものである。 

 

第２ 重点事項 

 

  １ きれいな選挙の推進 

（１）国政における参議院の役割に対する認識を深め、政党等や候補者の主義・主

  張を十分見極めて、自覚ある投票をするよう呼び掛ける。 

 

（２）選挙のルールを守り、自由できれいな投票を行うよう呼び掛ける。  

 

 ２ 投票参加の推進 

     選挙は、主権者たる国民が政治に参加する重要な機会であり、投票に参加するこ

とが主権者たる国民の権利であるとともに、責務であることを周知し、有権者がこ

ぞって投票するよう呼び掛ける。 

    特に、投票率が低い 10 代、20 代及び 30 代の若年層に対し、投票への積極的な

参加を呼び掛ける。 

 

第３ 実施事業等 

 

  １ 北海道選挙管理委員会及び同支所が実施する事業 

      きれいな選挙と投票参加を推進するため、次の事業を実施する。 

（１）談話の発表 

     公示日及び投票日を迎えるに当たっての委員長の談話を発表して、きれいな

選挙及び投票参加を呼び掛ける。 

 



 

 

（２）共同声明の発表 

北海道明るい選挙推進協議会、民間団体、報道機関、選挙管理機関及び取締

機関から構成される「選挙をきれいにする国民運動北海道本部」において共同

声明を発表し、各政党代表者、立候補予定者及び有権者に対し、きれいな選挙

の実現を呼び掛ける。 

 

（３）報道機関を通じての啓発 

    ア 委員長談話及び共同声明の発表を報道機関を通じて行うほか、きれいな選

挙及び投票参加の呼び掛けに係る記事の掲載や放送について協力を依頼する。 

 

イ 政見放送残余時間を活用し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるとと

もに、投票方法の周知を図る。 

 

（４）広報紙等の活用 

    ア 道広報紙のほか、庁内各部課、各総合振興局・振興局及び関係団体におけ

る投票日前の発行物等に、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛ける記事、標

語の掲載について協力を依頼する。 

 

イ 選挙公報の余白を利用し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるととも

に、投票方法の周知を図る。 

 

（５）インターネットの活用 

      ア  北海道のホームページを活用して、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛け

るとともに、投票方法の周知を図る。 

     

イ ＳＮＳ等を活用し、若年層に向けて広く投票参加を呼び掛ける。 

 

（６）各種広報媒体における啓発 

    公募型プロポーザルによる提案に基づく各種広報媒体の利用などにより、

きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるとともに、投票方法の周知を図る。 

 

 （７）街頭等における啓発 

北海道選挙管理委員等が街頭等において啓発物品を配布して、きれいな選挙

及び投票参加を呼び掛ける。 

 

（８）若年層を対象とした啓発 

    大学、専門学校、高等学校等にポスター掲出を依頼することで、若年層の

有権者に対し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるとともに、投票方法

（子連れ投票を含む。）の周知を図る。 



 

 

 

  （９）白バラによる啓発 

    候補者に、きれいな選挙のシンボルである白バラを贈呈し、選挙のルールを

守り、きれいな選挙の実現について要請する。 

 

（１０）広報車による巡回広報 

    広報車を道内一円に運行し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるととも

に、投票方法の周知を図る。特に大学周辺などにおいて、若年層の有権者に対

し、積極的な広報を行う。 

 

（１１）懸垂幕、立看板等の掲出 

    懸垂幕、立看板等を掲出し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛ける。 

 

（１２）北海道選挙管理委員による啓発 

市区町村選挙管理委員会に、北海道選挙管理委員が赴いて、啓発について協

力を要請する。 

 

（１３）点字印刷物による啓発 

点字による選挙のお知らせにより、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛け、

候補者の氏名、経歴等を紹介するとともに、投票方法の周知を図る。 

 

（１４）表彰 

    きれいな選挙及び投票参加の推進に功績があった民間団体及び市区町村選挙

管理委員会委員等の表彰を行う。 

 

  ２ 市区町村選挙管理委員会が実施する事業 

 

   事業の実施に当たっては、北海道選挙管理委員会との連携を図り、相乗効果が生

じるよう配慮し、次のような事業を実施する。 

 

（１）広報車による巡回広報 

       広報車を市区町村内一円に運行し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛ける

とともに、投票方法の周知を図る。特に大学周辺などにおいて、若年層の有権

者に対し、積極的な広報を行う。 

 

（２）懸垂幕、立看板等の掲出 

     庁舎等に、懸垂幕、立看板等を掲出し、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛

ける。 

 



 

 

（３）広報紙等の活用 

     市町村の広報紙等を活用して、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるとと

もに、投票方法の周知を図る。 

 

（４）インターネットの活用 

     市町村のホームページを活用して、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛ける

とともに、投票方法の周知を図る。 

 

（５）イベント等の活用 

        イベント等の機会を活用して、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるとと

もに、投票方法の周知を図る。 

 

  （６）館内放送による啓発 

    ＪＲ駅、映画館、デパート等に対し、館内放送を通じて、きれいな選挙及び

投票参加の呼び掛けをするよう協力を依頼する。 

 

（７）有線放送等による啓発 

    有線放送等により、きれいな選挙及び投票参加を呼び掛けるとともに、投票

方法の周知を図る。 

 

（８）報道機関を通じての啓発 

    報道機関に各種の啓発資料を積極的に提供することにより、きれいな選挙及

び投票参加の呼び掛けに係る記事の掲載や放送について、協力を依頼する。 

 

（９）その他の事業 

    ポスターの掲出、チラシの作成等の事業を通じて、きれいな選挙及び投票参

加を呼び掛けるとともに、投票方法の周知を図る。 

 

 ３ 北海道明るい選挙推進協議会が実施する事業 

 

   事業の実施に当たっては、北海道選挙管理委員会との連携を図り、相乗効果が生

じるよう配慮するものとする。 

 

 ４ 市区町村明るい選挙推進協議会が実施する事業  

 

   事業の実施に当たっては、市区町村選挙管理委員会との連携を図り、相乗効果が

生じるよう配慮するものとする。 

 



過去の選挙における投票率の推移　　　　　　　（％） 

衆議院議員選挙 参議院議員選挙 知 事 選 挙 全　国 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 平　均

 昭 21.  4.10 75.57 62.58 68.58 72.08
    22.  4.16 65.50 53.29 59.39 71.85
    22.  4.20 58.08 42.57 50.28 61.12
    22.  4.25 66.77 50.89 59.33 67.95
    24.  1.23 76.17 59.60 67.82 74.04
    25.  6. 4 76.73 64.46 70.59 72.19
    26.  4.30 84.90 77.46 81.17 82.58
    27. 10. 1 78.39 68.41 73.38 76.43
    28.  4.19 77.88 68.45 73.14 74.22
    28.  4.24 65.92 53.56 59.71 63.18
    30.  2.27 80.56 72.36 76.47 75.84
    30.  4.23 81.42 74.29 77.86 74.85
    31.  7. 8 68.17 58.03 63.12 62.11
    33.  5.22 76.01 67.09 71.55 76.99
    34.  4.23 84.22 77.67 80.94 78.25
    34.  6. 2 58.48 46.07 52.26 58.75
    35. 11.20 73.89 67.06 70.46 73.51
    37.  7. 1 69.94 64.47 67.17 68.22
    38.  4.17 81.93 77.76 79.80 74.62
    38. 11.21 72.58 67.71 70.10 71.14
    40.  7. 4 65.38 60.72 63.00 67.02
    42.  1.29 77.71 72.87 75.22 73.99
    42.  4.15 79.86 76.53 78.15 68.70
    43.  7. 7 67.80 64.99 66.36 68.94
    44. 12.27 69.53 66.16 67.80 68.51
    46.  4.11 80.03 78.79 79.39 72.01
    46.  6.27 60.57 58.94 59.73 59.24
    47. 12.10 76.48 75.93 76.20 71.76
    49.  7. 7 76.08 75.65 75.86 73.20
    50.  4.13 84.38 84.19 84.28 71.92
    51. 12. 5 78.65 77.88 78.25 73.45
    52.  7.10 73.74 73.62 73.67 68.49
    54.  4. 8 82.08 82.71 82.41 64.08
    54. 10. 7 74.49 74.53 74.51 68.01
    55.  6.22 76.17 76.45 76.32 74.57
    55.  6.22 76.13 76.42 76.28 74.54
    58.  4.10 83.17 84.55 83.89 63.21
    58.  6.26 57.91 56.38 57.12 57.00
    58. 12.18 72.68 71.37 72.00 67.94
    61.  7. 6 73.69 74.50 74.11 71.40
    61.  7. 6 73.62 74.42 74.04 71.36
    62.  4.12 77.57 79.02 78.33 59.78
 平  1.  7.23 70.56 71.21 70.90 65.02
     2.  2.18 76.03 77.24 76.66 73.31
     3.  4. 7 70.43 73.02 71.79 54.43
     4.  7.26 59.01 59.07 59.04 50.72
     5.  7.18 69.42 69.83 69.64 67.26
     7.  4. 9 65.42 66.48 65.98 55.12
     7.  7.23 47.81 46.12 46.92 44.52
     8. 10.20 61.83 60.97 61.38 59.65
    10.  7.12 60.31 59.54 59.90 58.84
    11.  4.11 63.51 63.93 63.73 56.78
    12.  6.25 65.64 65.37 65.50 62.49
    13.  7.29 58.51 58.44 58.47 56.44
    15.  4.13 61.76 61.85 61.81 52.63
    15. 11. 9 63.40 62.58 62.97 59.86
    16.  7.11 62.33 61.21 61.74 56.57
    17.  9.11 70.85 71.22 71.05 67.51
    19.  4. 8 64.10 64.16 64.13 54.85
    19.  7.29 62.99 61.88 62.40 58.64
    21.  8.30 73.96 73.38 73.65 69.28
    22.  7.11 62.45 61.41 61.89 57.92
    23.  4.10 59.61 59.34 59.46 52.77
    24. 12.16 60.17 57.48 58.73 59.32
    25.  7.21 55.39 53.56 54.41 52.61
    26. 12.14 57.90 55.00 56.35 52.66
    27.  4.12 59.72 59.53 59.62 47.14
    28.  7.10 57.43 56.22 56.78 54.70
    29. 10.22 60.85 59.82 60.30 53.68
    31.  4. 7 57.90 58.72 58.34 47.72
 令  1.  7.21 54.23 53.34 53.76 48.80
     3. 10.31 59.42 58.24 58.79 55.93
     4.  7.10 54.43 53.58 53.98 52.05
     5.  4. 9 51.09 52.23 51.70 46.78

  6. 10.27 56.98 55.43 56.15 53.85
 （注１）平成８年以降の衆議院議員選挙の投票率は『小選挙区』に係るものである。 
 （注２）参議院議員選挙の投票率は『選挙区（地方区）』に係るものである。 

 （注３）昭和 22.4.16 執行の知事選挙の投票率は決戦投票に係るものである。 
 （注４）令和 6.10.27 執行の衆議院議員選挙の全国平均は総務省が公表している速報値である。 


